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町からのお知らせ

75歳以上の方へ

後期高齢者医療についてのお知らせ

後期高齢者医療制度は、75 歳以上（障害認定を受けている方は 65 歳以上）の方が対象です。

令和２年度の後期高齢者医療保険料額決定通知書は７月中旬に送付します。

保険料のお支払い方法は、 ・特別徴収（年金からの納付）
　　　　　　　　　　　  ・普通徴収（口座振替または納付書での納付）となります。

納付書での納付をされる方は、同封している納付書で納めてください。

保険料額決定通知書を送付します

限度額適用・
標準負担額減額認定証をお送りします

　今お持ちの後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認

定証の有効期限は、７月 31 日までです。新しい認定証は、７

月中に継続対象の方へ、被保険者証と一緒に郵送します。

　なお、認定証の更新手続は必要ありませんが、被保険者証
の負担割合が変更になり、新たに認定証の交付対象となる場
合には申請が必要です。

被保険者証が桃色に変わります
　今お持ちの被保険者証（水色）の有効期限は、７月 31 日までです。

新しい被保険者証（桃色）は、７月中に簡易書留で郵送しますので、８

月以降ご使用ください。

　なお、今お持ちの被保険者証（水色）は、７月 31 日までご使用いただき、

その後は裁断等をして確実に廃棄していただくか、福祉課保険年金係に

返還してください。

【お願い】
新しい被保険者証（桃色）が届きましたら、住所・氏名・性別・生年月日の確認をお願いします。

もし、記載内容に誤りがある場合は、福祉課保険年金係までご連絡ください。

（桃色）

（区分Ⅰ・Ⅱ） （現役並みⅠ・Ⅱ）

福祉課　保険年金係　☎９２－７９３４　佐賀県後期高齢者医療広域連合　☎０９５２－６４－８４７６問

石井行政書士事務所
相続・遺言・遺産分割協議書の作成

成年後見（任意後見）・農地転用許可

申請取次に関する資料作成・帰化申請等

会社設立・知的資産経営報告書作成支援

行政書士

〒８４１－０２０１ ☎０９４２－４８－５０４４
基山町大字小倉３３２番地３２（高島団地北2丁目）

（全国相続協会相続支援センター・ 三養基郡基山相談室）

石　井　貞　好

〈　ご相談・お問い合わせ先　〉
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告
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「医療費のおしらせ」通知時期の変更について
　佐賀県後期高齢者医療保険の被保険者の方へ、毎年「後期高齢者医療費のお知らせ」を郵送しています。

　令和元年度までは年 3 回（7 月・11 月・2 月）の通知でしたが、令和 2 年度からは年 2 回（11 月・2 月）の

通知に変わります。今年度から 7 月には通知を郵送しませんので、ご注意ください。

　通知の郵送時期と記載の対象となる診療月は次のとおりです。

通知 郵送時期 通知に記載する診療月

1 回目 令和２年 11 月末 令和 2 年 1 月～ 8 月

2 回目 令和 3 年 2 月下旬 令和 2 年 9 月～ 12 月

　このお知らせは、確定申告等の医療費控除の手続きで医療費の明細書として使用することができます。

訪問健康指導事業（訪問健康相談）のお知らせ
　佐賀県後期高齢者医療広域連合では、被保険者の方を対象に訪問による健康相談を実施します。ご家庭で

より良く生活していただくために、健康に関することや、医療機関の利用方法等について、情報提供やアドバイ

スをさせていただきます。身体の不調や気になることがあればご相談ください。

※対象となる方には、広域連合から個別に事業の案内文書を送付します。

※訪問健康相談は、無料です。

傷病手当金を支給します
　後期高齢者医療保険の被保険者の方で被用者（給与の支払いを受けている方）が、新型コロナウイルス感染

症に感染したとき、又は発熱等の症状があり感染が疑われるときに、療養のために労務に服することができない

場合に、傷病手当金を支給します。

【対象者】次の条件をすべて満たす方が対象です

　・後期高齢者医療保険の被保険者の方で被用者（給与の支払いを受けている方）

　・新型コロナウイルス感染症に感染した方、又は発熱等の症状があり感染が疑われる方で療養のため

　　に労務に服することができない方

　・給与の支払いを受けられないか、一部減額されて支払われている方

【支給対象期間】

　労務に服することができなくなった日から起算して 3 日を経過した日（4 日目）から労務に服することが

　できない期間のうち、就労を予定していた日

【支給額】

　（直近の継続した３か月間の給与収入の合計額 ÷ 就労日数）× ２/ ３× 支給対象日数

　※給与等の全部又は一部を受けることができる場合は、支給額を調整又は不支給となる場合があります。

【適用期間】

　令和 2 年 1 月 1 日から令和 2 年 9 月 30 日まで（入院等が継続する場合は、最長 1 年 6 か月まで）

【申請方法】

　申請書、事業主からの証明書、医療機関からの証明書（受診しなかった場合は不要）等

　※事前に電話でお問合せください。
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０から74歳までで国民健康保険に加入されている方へ

国民健康保険についてのお知らせ

被保険者証が藤色に変わります

　国民健康保険被保険者証（うぐいす色）の有効期限は、７月 31 日までとなっています。
新しい被保険者証（藤色）は７月中に簡易書留で発送しますので、８月以降ご使用ください。　　

限度額適用認定証、
限度額適用・標準負担額減額認定証は更新の手続きが必要です

　基山町国民健康保険に加入し、現在「限度額適用認定証」又は「限度額適用・標準負担額減額認定証」
をお持ちの方は、認定証の有効期限が７月 31 日までとなっています。８月以降も認定証が必要な方は、
更新の手続きをしてください。　

▽申請期間
　７月 20 日（月）～８月 31 日（月）

▽持参するもの
・国民健康保険被保険者証（対象被保険者の方）
・印鑑
・個人番号カード又は通知カード（世帯主と対象被保険者の方）

▽申請先　福祉課 保険年金係

限度額適用認定証とは？限度額適用認定証とは？限度額適用認定証とは？限度額適用認定証とは？

　入院治療や高額な外来診療を受ける際に、限度額適用認定証を医療機関の窓口へ提示することで、所

得区分に応じた負担額までの支払いになります。（限度額適用・標準負担額減額認定証は、国保世帯全

員が住民税非課税の場合、入院時の食事代が減額され、窓口で支払う自己負担限度額も減額されます。）

認定証は、申請した月の初日から適用されます。国民健康保険税に滞納があると認定証の交付を受ける

ことができません。また、世帯員に転入や未申告等により所得不明の方がいる場合、申告等の手続きが

必要です。

福祉課　保険年金係　☎９２－７９３４問

有
料
広
告

        も と ざ く ら ココ

   デイサービス　 本 桜

鳥栖
　　　　　基山町本桜1673番地98
　　　　　　ＴＥＬ　0942-85-9991 けやき台駅

月極駐車場

歯医者さん
白坂信号

筑紫野 ← ３号線 →

楽しく通って、ちょっと気分転換に、お泊りも

できます。介護が必要な方も大丈夫です。

ご家族もほっと一息しませんか？
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国民年金へ加入している方へ

国民年金保険についてのお知らせ
福祉課　保険年金係　☎９２－７９３４　佐賀県年金事務所　☎０９５２－３１－４１９１問

国民年金保険料は納付期限までに納めましょう
　令和 2 年 4 月分から令和３年 3 月分までの国民年金保険料は、月額 16,540 円です。保険料は、日本年

金機構から届く納付書により、金融機関・郵便局・コンビニエンスストアで納めることができます。また、ク

レジットカードによる納付やインターネット等を利用しての納付、便利でお得な口座振替もあります。

　日本年金機構では、国民年金保険料を納付期限までに納めていない場合、電話、書面、面談により早期

に納めるよう案内をしています。未納のまま放置すると、強制徴収の手続きによって督促を行い、指定する

期限までに納付がない場合は、延滞金を課すだけではなく、納付義務のある方（被保険者本人、配偶者、

世帯主）の財産を差し押さえることがあります。

　所得が少ないなど保険料の納付が困難な場合は、免除・猶予制度がありますので、お問合せください。

▽年金の受給や手続きに関する相談を受け付けています
　日時　第 2・４火曜日　午前 10 時から午後 3 時まで

　場所　基山町役場　相談希望の方は、佐賀年金事務所に予約をお願いします。

　※申込み・問合せ先　　佐賀年金事務所　☎０９５２－３１－４１９１

7 月は国民年金保険料免除申請等の受付・更新時期です
　国民年金に加入している方は毎月の保険料を納付していただく必要があります。しかし、所得が少ないなど、

保険料を納付することが経済的に難しいときは、「国民年金保険料免除・納付猶予制度」を利用してください。

▽免除（全額・一部）申請
　本人・配偶者・世帯主それぞれの前年所得が一定額以下の場合や、失業等の事由がある場合に、保険料が

　全額免除又は一部免除となります。

▽納付猶予申請
　50 歳未満の方で、本人、配偶者それぞれの前年所得が一定額以下の場合に、納付が猶予されます。

　免除・納付猶予申請の承認期間は、毎年 7 月から翌年 6 月までです。このため、免除等の承認をうけて

　いる方は 6 月で免除期間が終了します。引き続き免除を希望される場合は、できる限り7 月中に申請を

　されるようおねがいします。申請手続きが遅れると、不慮の事態が生じたときに、障害基礎年金・遺族基礎

　年金が受けられない場合があります。

①前年に保険料の全額免除又は納付猶予が承認され、翌年度以降も継続申請を希望されている方
　全額免除申請は、本人・配偶者・世帯主、納付猶予申請は、本人・配偶者それぞれの前年所得が一定額

　以下であることが承認されるための要件です。（所得が 57 万円を超える場合、所得の申請が必要になります）

　継続申請を希望されていた方で、審査の結果が却下の場合、全額免除や納付猶予を受けることはできません

　が、再度申請をすることで、一部免除に該当する場合もあります。

②新規で免除申請をされる方又は前年の申請で全額免除・納付猶予の継続申請を希望されなかった方や
　承認されなかった方
　①の方と同様に、それぞれの方の所得の申告が必要な場合があります。なお、退職（失業）した方が申請を

行う場合は、雇用保険受給資格者証・雇用保険被保険者離職票等の写しを添付してください。

▽その他免除申請等について
　新型コロナウイルス感染症の影響により、所得が相当程度まで下がった方の免除・納付猶予制度や、産前産

後期間の免除制度もあります。詳しくは、お問合せください。

▽免除（全額・一部）申請

▽納付猶予申請

▽その他免除申請等について




